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今後も皆様に有用な情報を発信してまい 

ります。何か情報提供をご希望される方は、 
編集会議までお問い合わせ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行元 社 会 福 祉 法 人  よ つ ば 

 家 族 会  よ つ ば 会 

住 所 柏市大津ヶ丘 3-4-1-101 

TEL・ FAX 0 4 - 7 1 9 9 - 7 9 3 1 

ホームページ www.kashiwa-yotsuba.jp 

 

法人・家族会の情報はこちらからも

ご覧いただけます♪ 

社会福祉法人よつば(ホームページ) 

h t t p : / / k a s h i w a - y ot s u ba . j p 

ぜひご活用ください(^^) 

 手賀沼病院 デイケア 
『Star Ship 手賀沼』 

心地よい静けさがある雰囲気の中、互いが良い距離感を保って過ごしている様
子でした。お忙しい中ご対応していただきましてありがとうございました。 

 

今回は柏市の「手賀沼病院」に併設され 

ている「手賀沼病院デイケア」（以下デ 

イケア）を、改築したてのところを訪問 

させて頂きました。案内をしてくださった 

のは、精神保健福祉士の正木さん。 

訪問させていただいた水曜日の当日は調 

理を行うプログラムの日。年の瀬にちな 

んで「年越しそば」を皆さんでつくる準 

備を行っていました。 

デイケアの利用対象となる方は手賀沼病院の

外来を受けている方で、医師がリハビリを必要

と判断した方や、退院後や今後必要となってく

るであろう生活リズムやコミュニケーション

を、集団・仲間との中で得られるように活動し

ているとのこと。利用されている方は柏以外に

も、我孫子、松戸。中には都内から通っている

方もいるそうです。柏駅から送迎バスが出てい

ることもあり通い易そうです。 

 

正木さんがおっしゃっていた事にあった、 

「無理せず、自分で決めていく」。そのため 

デイケア内では、必要以上に「禁止」となる 

事項が多くないということはとても印象的で 

した。本人が主体的に過ごせ、種々の活動に 

参加できることは自由であると同時に、自分 

で判断することでもあります。様々考えてい 

く際、迷ったり戸惑ったりしたとき、スタッ 

フの皆さんが考えを整理する手伝いをし、最 

後には自分で選択・決定できるように導いて 

いこうとするデイケアの姿勢は、利用されて 

いる方の感想の中にもありましたが、居心地 

よく穏やかな雰囲気の中で安心して過ごせる 

場所で活動しているように思えました。 

 
 

 

『希望』の発行も、前号で 50 号になりました。思えば長い道のり

でしたが、此の機会に、今までの道筋を振り返ってみたいと思います。 

 

『希望』創刊号は、平成 11 年３月に、当時の家族会よつば会長の

近藤範孝氏が４頁版として発刊し、会員に配布されました。其の誌面

の中で、法人設立の必要性が指摘されていました。此の件については、

平成 12 年に家族会の臨時総会で法人設立の議決が行われ、平成 14 年

に法人が設立されるに至りました。 

 

『希望』の発行は、その後も３ヶ月ごとに４頁として継続され、平

成 13 年３月・No.7 号からは、８頁版にして発行される様になりまし

た。平成 14 年に待望の「社会福祉法人よつば」が発足するに至り、『希

望』も No.10 号「法人化特集」を発行しました。なお、同年４月 27

日は、柏玉姫殿で法人発足祝賀会が盛大に執り行われましたが、其の

時の模様は、No.11 号に紹介されております。 

 

『希望』の発行は,これ迄、家族会よつば広報部で編集発行をして

おりましたが、平成 19 年の No.27 号からは、「法人よつば」と「家族

会よつば」による共同で編集発行する事になりました。『希望』は「法

人よつば」の広報誌としての役割を担う事になったわけです。 

 

編集作業も長期に亙って行われましたので、誌面内容にも色々と工

夫が加えられ、現在の形に落ち着きました。これからも、読者の皆様

の声を反映して、より良い誌面を作っていきたいと思っておりますの

で、ご愛読の程お願い致します。 

『希望』 編集会議一同・文責 吉崎 裕 
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昨年 10月９日、柏市保健所の担当者から、標記について次の通り説明がありまし

た。以下要約です。 

 

「 まず保健所の設置根拠ですが、地域保健法第５条により、保健所は都道府県、

政令指定都市、中核市に設置すると定められている。そして、同法第６条に保健所

の業務が列挙されているが、その第 10号に精神保健に関する事項というのが定めら

れており、また平成 12年に当時の厚生省の障害保健福祉部長から、保健所及び市町

村における精神保健福祉業務運営要領という通達が出され、それらに基づき適切な

業務を実施することとされている。それでは次に、保健予防課における具体的な業

務についてお話します。 

 今、柏市保健所には精神保健福祉士５名と保健士２名がおり、他市と比べ非常に

恵まれた人員配置になっているが、まずその人達による相談・訪問を行っています。

相談は予約制で月 3回です。柏市が中核市になったのは平成 20年ですが、その後５

年間の相談件数の推移をみると、平成 20年度は来所相談 451 件・訪問 193 件・電話

2405 件で総数 3049 件だったのが、平成 25年度にはそれぞれ 939 件・755 件・6797

件で総数 8491 件と３倍近くに増加している。相談には匿名も多い。訪問は家庭へ行

ったり、病院の待合室だったり、近所の目を避けて喫茶店などで行うこともある。

予約制で精神科の嘱託医による相談もある。次にアルコール依存症の方のご家族の

ための家族教室を月１回、当事者の方がアルコールを飲まない生活を維持していく

為のプログラムを月３回、あわせて酒害教室も月１回やっている。また日本は先進

国の中で自殺者が多いので、自殺予防対策について保険福祉総務課と協議などとし

ている。また長期入院者の地域移行・地域定着支援の事業を関係機関と一緒に推め

ている。その他の業務として、大切なのは普及啓発活動です。まずは出前講座です

が、５つのテーマ（ストレスと心の健康・うつ病・統合失調症・お酒の飲み方の見

直し・自殺予防対策）について関係者の要請を受け、指定された場所へ行って話を

します。７月に行われる柏まつりには、普及啓発活動ということで当事者の方の団

体と一緒にグループに参加したりとか、また本年度から市民講座を始めることにな

り、明日ですが地域移行についての口座を持つことにしています。更に、精神保健

のボランティアの方の養成講座もあり、今月 20日が予定日となっている。以上 」 

                                次頁 続く→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 12 月
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柏市保健所保健予防課 精神保健福祉担当業務について 

(要約 よつば会 T.M 生) 
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ついで、質疑応答が交わされ、いろいろと有意義な話が述べられました。以下簡

潔に列挙します。 

（１）出前講座は、各地区の民生委員の集まりに出向いたり、最近はシルバー大

学や生涯大学といった 60歳を過ぎた人達の学ばれている所へ行き、病気やそ

の治療の話にとどまらず、例えばゴミ出しが上手に出来ないとかの生活し辛

い部分についての地域のサポートの大切さを話したりします。 

（２）家族会の紹介はさせて頂いている。 

（３）政令指定都市・県・中核市の保健所で業務の範囲に差はないが、ただ措置

入院の業務は技術上の理由もあり県の方へお願いしている。 

（４）相談の内訳をみると、生活支援が 50％、アルコール 21％、診療 10％、精神

その他８％、思春期問題４％、社会復帰等２％などである。 

（５）法改正で 26年４月から精神科についての保護者の概念がなくなり、一般科

と同じ扱いにしていくことになった。（※印の下記箇所を参照） 

（６）当事者の会や集まる場所を考えて欲しい（家庭からの要望）。 

以上、大変有意義な勉強会でした。 

 

 

ここでは改正の概要について簡潔にお伝えいたします。 
（１）精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定 
 厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。  
（２）保護者制度の廃止 
 主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課せられてい
るが、家族の高齢化等に伴い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関
する規定を削除する。 
（３）医療保護入院の見直し 
①医療保護入院における保護者の同意要件を外し、家族等（＊）のうちいずれかの
者の同意を要件とする。 

＊配偶者、親権者、扶養義務者、後見人又は保佐人。該当者がいない場合等は、市
町村長が同意の判断を行う。 

②精神科病院の管理者に、 
・医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者（精神保健福
祉士等）の設置 

・地域援助事業者（入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相
談支援事業者等）との連携 

・退院促進のための体制整備を義務付ける。 
（４）精神医療審査会に関する見直し 
①精神医療審査会の委員として、「精神障害者の保健または福祉に関し学識経験を有する者」を規定する。 
②精神医療審査会に対し、退院等の請求をできる者として、入院者本人とともに、家族等を規定する。  
 
詳しくは、柏市障害福祉課精神保健福祉推進室（04-7167-1254）までお問い合わせください。 

※“精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律”が、平成 26 年４月１日に施行されました。  

 

もりのてらすは「NPO 法人自立サポートネット流山」

のステップ初石工房が受託し運営するレストランで

す。去年 7月 1日にオープンしました。深い緑の中に

ゆったりとしたこの場所を私たちは 12 月の初めに訪

問しました。うどんを中心とした豊富なメニューがあ

り、600 円の肉うどんと 500 円のきざみうどんを注文

しました。腰のあるしっかりとした食べ応えのあるう

どんは、障害者雇用の職人さんが手打ちしているうど

んです。店内には工房で作られた布わらじ、近隣の作

業所で作られたお菓子や作品、流山市のアンテナショ

ップさんの販売コーナーもあります。いただいた後、

私たちの質問に答えて頂きました。 

「レストランで働く利用者さんは初石工房からシ

フトを組んで働いています。3 障害の方がいらっし

ゃいますが、働いて楽しもうをモットーに 10 時か

ら 3時までの勤務です。初石工房で集中力をつけた

方はレストランでも頑張れます。また、新たな能力

の発見もあります。シフトなので突発休の多い方

は、周りの方の迷惑になるので参加できません。 

ここでの仕事はいろいろな方との接触があり、いろ

いろなこともありますがその分経験ができ力が付

くと思います。当初は戸惑いもあったと思いますが

皆さん数か月で見違えるように成長しています。 

これからは、いらした方がゆっくりとして頂き

たい、そして利用者さんは希望を持って納得でき

る生活を送って欲しいと願っています。」 

皆さんも一度行ってみてはいかがでしょうか。

人気メニューはカレーうどんです。 

最寄駅は東武野田線運河駅徒歩 20 分、江戸川台

駅からグリーンバスで「森の図書館」下車徒歩 1

分です。 
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～ひきこもりがちな人のために、社会とのつながりを考える～ 
事業所活動に参加している人の家族に聞く経験談、家族のサポート 

 

＜40 歳代男性 闘病 24 年＞ 

高校 1年の頃登校前、吐き気・腹痛・多汗出現。神経科クリニック受診、神経症といわ

れる。先生に「好きなことを見つけさせなさい、成功体験を持たせなさい」などのアドバ

イスを受け、一緒に行動してずいぶん努力しました。 

大学卒業、就職するも転職の繰り返しで、頭痛、対人不安、社会適応困難となり、私に

毎日イライラをぶつけてきて時間を取られ、何もできないで、困り、疲れ悩み、離れてみ

ようと思っている時に新聞で「田舎で生きづらい若者の合宿生活塾支援施設」の記事を読

み、早速パンフレットを送ってもらい息子に読ませました。見学しても良いとなり、秋田

にクリスマスの日 2人で行きました。前日の雪が残っている中に木造の建家がありました。

見学後外来診療を受け宿泊寮生となり、近隣の人々との交流、隣町の冬祭りに出かけたり、

散歩をして過ごしていましたが 4か月くらいに田舎はいやだと言いだし、又経済的にも長

くいるのは無理かなと思い帰ってきました。 

新緑の頃に長野県の障害者作業所りんご園に泊まりに行ったり遺跡発掘をしたりしてい

ましたが、不安定で調子が悪くそのうち尿道結石になり、ゆっくり過ごしている時によつ

ば会に入会しました。職員の方には大変お世話になりつつ就労継続移行支援Ｂ型（青い鳥、

郵便局、かるのこ等）で働き、転院して「反復性うつ病」と障害年金支給となり、今は体

調に合わせて就労継続支援Ａ型事業所で仕事をしています。 

＜40 歳代男性 闘病 10 年＞ 

私は今会社で事務の仕事をしています。息子は会社で調理の仕事をしています。 

10 年前にも息子は調理の仕事をしていました。ある時帰りの遅いことがたびたびありまし

た。帰宅してから聞いてみると幕張駅で人とすれ違いにぶつかったような気がし相手が倒

れていると困るので柏駅についてから幕張駅まで戻ったとのこと。本人はほとんど仕事を

休むことはなかったが一日の与えられた仕事で時間がかかりすぎとのことでした。すぐ病

院の予約を取り受診しました。確認異常症とのこと。 

それから本人は毎日寝ている生活でしたし、自分の病気を認めることはしませんでした。

その時私も統合失調所の知識がなく仕事をリタイアするか悩みました。半年くらいたって

からディサービスにも数回通いましたが本人は行きたがらず、その後工房にての細かい作

業も長く続かず、朝時間通りに出ても仕事場には行かずお弁当も公園で食べていつもの時

間に帰るような具合でした。けれどもその後調理の仕事での話があり、病前についていた

仕事なのでようやく本人もやる気になり続けることができて今に至っています。 

真面目な人ほど目の前の課題に向かって一生懸命頑張ってしまう、そして頑張り続けて

心が折れて病気になると思います。でも私は長い人生苦しみを繰り返しながら社会で生き

ていければと思います。 

＜40 代 男性 闘病 11 年＞ 

息子は長い引篭り生活を経て一昨年九月にグループホームに入居しました。統合失調症

と診断された当初から激しい被害妄想とオーバードーズがあり、引篭り生活も十年になろ

うとする三十八歳での入居でした。 

 二年前の春、煙草を一人で買いに行けた事を機にコンビニで買い物ができるようになり

ました。徐々に減薬も可能となり、自立に向け将来を考えられるようになったのです。そ

の頃から息子には折にふれ障害を認め、支援を受け入れ生活する必要性を話し、自立への

第一歩はグループホームが最適であることを少しずつ理解したようでした。 

 入居後、日中活動として就労継続支援 B型の初石工房に週一回から通い始めたことは息

子には細やかながら大きな一歩でした。更なる転機は工房が流山市から委託されオープン

したうどん店（もりのてらす）に声がかかったことです。内容は苦手な接客のため息子も

家族も戸惑いましたが、思い切って引き受けたところ、性分にあっていたらしく今年から

週三回にシフトを増やしました。 

 顧みると此の一年半で息子の生活は大きく変わりました。また息子が働き給金を得られ

るようになったことは親として感慨深いものがあります。息子を見守り支援してくださる

方々、私を支えてくださっている家族の会の皆様方に心から感謝いたしております。これ

からも多くのお力添えを糧に息子の頑張りにエールを送りたいと念じているこの頃です。 

＜40 歳代女性 闘病 21 年＞ 

我が家の長女は 1994 年 6 月、21 歳のとき統合失調症を発症し、現在に至る 21 年間下表

のような経過をたどっています。 

入院 1年 デイケア 2年 入院 1 年 デイケア 9年 福祉施設通所８年 

一回目の入院も二回目の入院も入院期間は１年間でした。二回目の入院は処方された薬を

飲まなくなったからです。私たち家族は娘の服薬の確認を怠っていました。 

二回目の入院をはさんで精神科デイケアに１１年間通いました。デイケアは社会生活機能

の回復を目的として各々の患者に応じたプログラムを多種準備し、希望をとってグループ分

けし以下のプログラムを実施していました。SST、農耕、ガーデニング、お菓子製造販売、

絵手紙、音楽、英会話、スポーツ、体操、ミーティング、掃除、旅行など。 

初期の頃には入浴を嫌がったり、電車の中で乗客が私の悪口を言っていると電車に乗るの

を嫌がったりしましたが、何とか乗り切りあまり休まずに通えるようになりました。プログ

ラムの中のお菓子製造販売が気に入って、グループのお友達と毎週前の日に材料を仕入れ製

造し、次の日に販売し、帰宅後、今日あったことを母親に楽しそうに話すようになりました。 

そして 2007 年主治医からデイケアを卒業して地域の福祉施設に通うようにと勧められ、現

在まで８年間は地域の福祉施設に通っています。ここまで来れたのはデイケアで知り合った

友達の力が大きかったと娘は振り返っています。 


